
12
月
３
日
～
９
日
は「
障
害
者
週
間
」

　

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、

障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
き
、

で
き
る
だ
け
地
域
で
自
立
し
た

生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
支
援
し

ま
す
。

●
費
用

　
費
用
の
う
ち
原
則
１
割
が
自

己
負
担

※
所
得
の
状
況
に
よ
り
月
額
上

限
額
の
設
定
あ
り

●
そ
の
他

・
難
病
な
ど
、
対
象
疾
病（
厚

生
労
働
省
が
定
め
る
疾
病
）

に
よ
る
障
が
い
が
あ
る
方
は
、

身
体
障
害
者
手
帳
の
所
持
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要

と
認
め
ら
れ
た
障
が
い
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
受
給
が
可
能
で

す
。

・
サ
ー
ビ
ス
利
用
前
の
申
請
や

審
査
な
ど
手
続
き
、
対
象
と

な
る
疾
病
な
ど
の
詳
細
は
問

い
合
わ
せ
先
へ

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　
障
が
い
支
援
課

　
内
線
１
６
２

サービス名 内　容 例

介護
給付

生活上または療
養上に必要な
介護

居宅介護、同行援護、生
活介護、短期入所など

訓練等
給付

リハビリテーショ
ンや、就労につ
ながる支援

自立訓練、就労移行支援、
就労継続支援、共同生活
援助など

地域生活
支援事業

地域生活を円
滑に送るための
事業

移動支援事業、日中一時
支援、日常生活用具の給
付、意思疎通支援など

地域
相談支援

地域で生活する
ための支援

計画相談支援、地域移行
支援など

障がい児
通所支援

生活能力向上
のために必要
な訓練などの
支援

児童発達支援、放課後等
デイサービス　など

●主なサービス

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
！

―
ア
ジ
ア
競
技
大
会
、
ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会
―

中
小
事
業
者
向
け

事
業
承
継
セ
ミ
ナ
ー

　
２
０
２
６
年
に
愛
知
県
内
を

中
心
に
開
催
さ
れ
る
愛
知
・
名

古
屋
２
０
２
６
大
会（
第
20
回

ア
ジ
ア
競
技
大
会
、
第
５
回
ア

ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会
）を
一
緒

に
盛
り
上
げ
て
く
れ
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。

　
「
愛
知
・
名
古
屋
２
０
２
６

大
会
を
応
援
し
た
い
！
」「
ア
ジ

ア
の
人
々
と
関
わ
り
た
い
！
」

皆
さ
ん
の
応
募
を
お
待
ち
し
て

　
事
業
承
継
に
は
年
単
位
の
時

間
が
か
か
る
こ
と
も
あ
り
、
ス

ム
ー
ズ
な
経
営
の
引
継
ぎ
に
は
、

早
め
の
準
備
や
計
画
的
な
取
組

み
が
大
切
で
す
。
事
業
承
継
に

つ
い
て「
何
か
ら
手
を
つ
け
て

い
い
か
わ
か
ら
な
い
」「
ど
こ
に
、

ど
ん
な
相
談
で
き
る
か
知
り
た

い
」「
実
際
に
事
業
承
継
を
さ
れ

た
事
例
が
あ
れ
ば
聞
い
て
み
た

い
」と
い
う
課
題
や
疑
問
を
お

持
ち
の
方
に
お
す
す
め
で
す
。

い
ま
す
。

●
応
募
要
件

・
２
０
２
６
年
４
月
１
日
時
点

で
、
満
18
歳
以
上
の
方

・
日
本
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン（
日
常
会
話
・

読
み
書
き
）が
可
能
で
あ
る

こ
と　
な
ど

●
応
募
方
法

　
２
０
２
５
年
１
月
31
日
金▢
ま

で
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
特
設

サ
イ
ト
内
の
応
募
フ
ォ
ー
ム
か

ら
応
募

問
愛
知
・
名
古
屋
２
０
２
６
大

会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア　
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー

☎
０
５
０（
１
８
０
８
）０
５
４
２

※
受
付
時
間
は
平
日
午
前
９
時

～
午
後
５
時
30
分　

※
年
末
年
始（
12
月
28
日
～
１

月
５
日
）は
休
業

●
と
き

　
令
和
７
年
２
月
５
日
水▢

　
午
後
３
時
～
５
時

●
と
こ
ろ　
刈
谷
商
工
会
議
所

●
内
容　

　
愛
知
県
事
業
承
継
・
引
継
ぎ

支
援
セ
ン
タ
ー
の
承
継
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
セ
ミ

ナ
ー
と
承
継
者
に
よ
る
講
演

●
対
象

　
刈
谷
市
、
大
府
市
ま
た
は
東

浦
町
内
の
事
業
所
を
経
営
す
る

方
ま
た
は
後
継
者（
親
族
、
従

業
員
な
ど
）

●
費
用　
無
料

●
申
込
み　

　
１
月
29
日
水▢
ま
で
に
申
込
書

を
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
刈
谷
商
工
会
議
所

（
０
５
６
６（
２
４
）６
０
４
９
）

へ
、
ま
た
は
申
込
み
フ
ォ
ー
ム

か
ら
申
込
み

※
申
込
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

問
商
工
振
興
課

☎（
８
３
）６
１
１
８

問
町
商
工
会

☎（
８
３
）６
１
２
３
申
込
フ
ォ
ー
ム
は

こ
ち
ら
か
ら

ボランティア募集
特設サイト
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介
護
保
険
料
納
付
証
明
書
を
送
付
し
ま
す

　
令
和
６
年
１
月
１
日
～
12
月

31
日
の
介
護
保
険
料
の
納
付
証

明
書
を
、
令
和
７
年
１
月
末
頃

に
送
付
し
ま
す
。
支
払
っ
た
介

護
保
険
料
は
、
確
定
申
告
な
ど

の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

※
年
末
調
整
な
ど
に
よ
り
事
前

に
必
要
な
方
は
、
見
込
み
額

で
の
納
付
証
明
書（
特
別
徴

収
分
を
含
む
）を
発
行
し
ま

す
の
で
、
役
場
ふ
く
し
課
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
公
的
年
金（
障
害
年
金
お
よ
び

遺
族
年
金
を
除
く
）か
ら
天
引

き（
特
別
徴
収
）さ
れ
た
方

　
納
付
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
、
年
金
保
険
者（
日

本
年
金
機
構
な
ど
）か
ら
送
付

さ
れ
る「
公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
知
多
北
部
広
域
連
合
事
業
課

　
資
格
管
理
係

☎
０
５
２（
６
８
９
）２
２
６
１

問
役
場
ふ
く
し
課

　
内
線
１
２
７

償
却
資
産
の
申
告

●
償
却
資
産
と
は

　
会
社
や
個
人
で
事
務
所
、
工

場
、
商
店
、
ア
パ
ー
ト
な
ど
を

経
営
し
て
い
る
方
が
、
そ
の
事

業
の
た
め
に
所
有
し
て
い
る
構

築
物
、
機
械
、
工
具
な
ど
の
こ

と
。
償
却
資
産
に
は
、
土
地
や

家
屋
と
同
じ
よ
う
に
固
定
資
産

税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

事
業
用
に
使
う
太
陽
光
発
電
設

備
も
償
却
資
産
に
含
ま
れ
ま
す
。

●
申
告
が
必
要
な
方

　

令
和
７
年
１
月
１
日（
賦
課

期
日
）時
点
、
町
内
に
償
却
資

産
を
所
有
し
て
い
る
方

※
資
産
の
増
減
の
な
い
方
や
休

業
、
廃
業
、
移
転
な
ど
で
資

産
が
な
く
な
っ
た
方
も
申
告

が
必
要

●
申
告
期
間

　
令
和
７
年

　
１
月
６
日
月▢
～
31
日
金▢

※
申
告
期
間
の
終
了
間
際
は
、

窓
口
が
大
変
混
み
合
い
ま
す

の
で
早
め
に
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

●
申
告
方
法

　
郵
送（
消
印
有
効
）、eLTA

X

（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）ま
た
は
直
接

問
い
合
わ
せ
先
へ

問
税
務
課　
内
線
１
１
６

〒
４
７
０-

２
１
９
２

　
（
住
所
不
要
）資
産
税
係

eLTAXは
コチラ

家
屋
の
取
り
壊
し
や

改
築
を
し
た
ら
連
絡
を
！

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１

日（
賦
課
期
日
）現
在
の
状
況
で

課
税
さ
れ
ま
す
。
住
宅
の
取
り

壊
し
、
新
築
、
増
築
、
店
舗
・

事
務
所
か
ら
住
宅
へ
の
改
築
、

住
宅
か
ら
店
舗
・
事
務
所
へ
の

改
築
な
ど
が
行
わ
れ
た
場
合
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が

変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を

取
り
壊
し
た
と
き
や
、
新
築
、

増
築
、
改
築
、
用
途
変
更
し
た

と
き
は
問
い
合
わ
せ
先
へ

問
税
務
課　
内
線
１
１
６

地
区
計
画
の
変
更

都
市
計
画
道
路
の
変
更
・

決
定
に
関
す
る
説
明
会

　
４
月
に
東
浦
石
浜
工
業
用
地

地
区
計
画
案
の
縦
覧
を
行
い
ま

し
た
。
所
定
の
手
続
き
を
経
て

10
月
１
日
に
告
示
し
、
地
区
計

画
を
変
更
し
ま
し
た
。

●
閲
覧
場
所　
都
市
計
画
課
窓

口
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問
都
市
計
画
課　
内
線
３
３
４

　
都
市
計
画
道
路
養
父
森
岡
線

ほ
か
４
路
線
の
都
市
計
画
変
更

お
よ
び
決
定
に
つ
い
て
説
明
会

を
行
い
ま
す
。

●
と
き（
各
１
時
間
程
度
）

　
12
月
14
日
土▢　
午
後
３
時
～

　
12
月
16
日
月▢　
午
後
７
時
～

※
両
日
と
も
同
じ
説
明
を
し
ま

す
。

●
と
こ
ろ

　
森
岡
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

●
申
込
み

　
不
要
。
当
日
、
直
接
会
場
へ

問
説
明
会
に
つ
い
て

　
都
市
計
画
課　
内
線
３
３
４

問
都
市
計
画
道
路
の
変
更
・
決

定
の
詳
細
に
つ
い
て

　
道
路
河
川
課　
内
線
３
０
４
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